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赤い羽根共同募金運動
【運動期間：10月１日～12月31日】

　10月１日から全国一斉に「赤

い羽根共同募金運動」が始まり

ました。皆様のあたたかい気持

ちに支えられ、町内における高

齢者や障がい者(児)への身近な福

祉活動だけでなく、その他の地

域福祉活動や自然災害による被

災地、被災者支援等、全国規模

の支援にも役立てられています。

　今年度につきましても、本運

動の趣旨にご理解いただき、皆

様のご協力をお願いいたします。

歳末たすけあい募金
【運動期間：12月１日～12月31日】

　ご協力いただいた募金は、主
に町内の『単身高齢者』及び
『ひとり親世帯』を対象に歳末
まごころプレゼントとして、民
生委員児童委員をとおして贈呈
されます。
　各町内会、実践会を通し募金
の協力をさせていただきますの
で、今年度につきましても、皆
様のご協力をお願いいたします。

　歳末たすけあい募金では、町
内で集められた募金の全てが訓
子府町のために使われます。



　北海道で集められた募金はすべて北海道で使われていますが、北海道共同募金会では、大規

模災害が起こった際に活用される『災害等準備金』を積み立てており、毎年全道で集められた

募金の３％を積み立てています。

　道内でも2016年の「平成28年８月20日からの大雨(台風９・10・11号等)災害」の際に総

額1,510万円が南富良野町や十勝管内3町の災害ボランティアセンター等に助成され、2018年

の「北海道胆振東部地震災害」においてもボランティアセンターの設置のため、厚真町、安平

町、むかわ町の3町及び北海道災害ボランティアセンターに総額2,318万円が助成されました。

　共同募金は、事前に地域内の資金ニーズを勘案し、使い

道の計画を立ててから募金を行う『計画募金』です。地域

で寄せられた募金の約8割はその地域で活用され、残りの

約２割は道内全域での福祉に活用されています。

　訓子府町で集められた募金は一度、北海道共同募金会に

送金され、翌年度に募金実績の約８割が訓子府町に助成さ

れます。
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　７月31日、札幌市で実施された北海道戦没者追悼式

に町遺族会から輿石会長、武田副会長、田中副会長が

参列しました。

　この追悼式は先の大戦における北海道戦没者に対し

全道民が哀悼の誠を捧げ、平和への誓いを新たにする

ことを目的に毎年開催されており、今年度は１町村か

ら最大３名までと参加制限が緩和されての参列となり

ました。参列した三人は町の代表として英霊の安らか

な眠りと平和への誓いを新たに手を合わせていました。

　８月６日町老連主催の『第46回 高齢者スポーツ大

会』が町スポーツセンターで開催されました。町内17

クラブから142名の会員が参加され、「ボール送り」

や「うまく入るかな」など、６つの競技をとおし会員

同士の交流を楽しんでいました。

 町老人クラブ連合会          
 「第46回高齢者スポーツ大会」

町遺族会役員              
 『北海道戦没者追悼式』参列

　社会福祉協議会では、介護保険制度に伴う『訪問介護事業所』を運営しています。ご自宅にホーム

ヘルパーが訪問し、様々な援助を行います。当事業所では介護の資質向上を目指し、定期的に研修を

受けている介護福祉士等の有資格者を配置しています。サービスを受けられる方は介護保険制度によ

る介護認定を受けている『要介護者』及び『要支援者』です。介護認定を受けられていない方は町福

祉保健課（地域包括支援センター）にご相談下さい。

●利用可能な日時

　月曜日から金曜日までの午前８時から午後６時まで。ただし、12月30日から１月４日までは休業。

　※ご希望がある場合は随時ご相談下さい。

●障害者福祉制度によるホームヘルパーの訪問援助も行っておりますので、ご相談下さい。

●料金やサービス内容、詳細につきましてはお問合せ下さい。

●介護保険制度以外の独自の訪問介護サービスを実施しています。詳細はお問い合わせ下さい。



　この度、被災されました皆様に、心よりお見舞い

申し上げます。

　訓子府町社会福祉協議会では被災された方々への

お見舞いのため、義援金の受付を行っております。

お預かりしました義援金は、その全額を北海道共同

募金会をとおして被災地県が設置する義援金配分委

員会に送られ被災者に配分される予定です。皆様の

温かいご支援とご協力をお願いします。

　
■受付中の義援金
❒令和６年能登半島地震災害義援金
❒令和６年７月大雨災害義援金

　
■受付期間
❒令和６年12月27日まで　

　
■受付窓口
❒訓子府町社会福祉協議会

▽香典返しにかえて
・平沼　妙子 様(若富町)
・加藤　一俊 様(日　出)
・今田　政子 様(清　住)
・風早　順一 様(福　野)

　
・古賀　誠司 様(弥　生)
・川脇まき子 様(開　盛)
・川脇　夏子 様(旭　町)
・熊谷　　隆 様(福　野)

▽解散のため
・訓子府ライオンズクラブ

▽転出にあたり
・後藤セツ子 様(若葉町)

　あたたかいご寄付をお寄せいただき、厚くお礼申
し上げます。皆様のご厚意に感謝し、地域の福祉活
動に活用させていただきます。
　   （令和６年７月11日～令和６年９月10日）

あたたかいご寄付をありがとうございます

災害義援金 募集しています　

■令和６年度 オホーツク管内市町村社会福祉協議会連 

　絡協議会会長表彰

　ボランティアよつば会会長及び日赤奉仕団会長とし

て地域社会に貢献する事業に取り組まれており、訓子

府町社会福祉協議会の評議員、理事として長きにわた

り会の安定経営と社会福祉の増進に寄与するなど多大

な功績が認められ授賞されました。

 〇 山　田　順　子 氏（穂波）

■令和６年度老人クラブ功労者顕彰

　単位老人クラブの役員として多年にわたり会の発展

に尽力された功績が認められ授賞されました。

 〇 森　谷　繁　雄 氏（開盛老人クラブ）　

■令和６年度網走地区連合遺族会顕彰

　訓子府町遺族会理事として会員の援護活動等に大き

く貢献するとともに、会の運営及び発展に寄与されて

いる功績が認められ授賞されました。

 〇 上　杉　　　茂 氏（豊坂）

　成年後見制度とは認知症や知的障がい・精神障がい
などで福祉サービスの契約や預貯金の管理などが困難
な方の権利や財産を保護し、支えるための制度です。
　成年後見制度には判断能力が不十分になってから利
用する「法定後見制度」と、元気なうちにあらかじめ
任意後見人や将来の支援内容を自分で決めておく「任
意後見制度」があります。ご本人に代わって生活に必
要な契約や手続き、財産管理などを行うのが後見人で
す。この成年後見制度利用に係る相談窓口を本会に設
置していますので、制度や申立てに関する手続きなど、
お気軽にご相談下さい。

成年後見制度に関する一時相談窓口

　訓子府町における介護保険サービスに係る雇用確保
及び介護保険サービスの安定供給を図るため、北海道
介護職員初任者研修実施要綱に規定する「介護職員初
任者研修過程」を受講する方へ、費用の一部を助成い
たします。
■対象者
　町内に住所を有する者で、町内の介護保険事業所に
　就業している者又は就業を希望する者
■対象研修　　介護職員初任者研修
■対象経費　　初任者研修における受講料
■限度額　　　25,000円
※募集人員に達した場合は早期に受付を終了すること
　があります。詳細についてはお問合せ下さい。

介護職員初任者研修費助成

受賞おめでとうございます

『生活資金』・『医療資金』を貸付いたします

　「社協のあずかりサービス」は本人または親族によ
る適切な金銭管理ができない状態となった場合に、必
要な医療、福祉、生活サービスを継続し安定した生活
が営めるよう、本会が本人または親族に代わって金銭
管理を行う事業です。対象は町内に在住する病院や施
設にて一時的に入院、入所されている方や日常生活自
立支援事業、成年後見制度など適切な金銭管理を行う
ための準備中である方です。金銭管理にお困りの方、
不安のある方は社協までご相談下さい。
■利用料 
　支　援：1,200円/１時間(１時間以降 600円/30分)
　交通費：  300円/１回

社協のあずかりサービス

　経済的な理由で一時的に資金を必要とする方、負傷

又は疾病の療養に必要な経費及びその期間中に生計を

維持するために必要な「生活資金」・「医療資金」を

貸付けします。

■貸付限度額：５０,０００円

■「生活資金」の貸し付けにつきましては、連帯保証

　人が必要となります。

■医療資金の貸し付け要件

・医療費の支払いが貸付け金額の概ね5割以上となる

　こと

・医療機関が発行する領収書等を2か月以内に提示す

　ること（連帯保証人不要）
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ボランティア
講演会 わたしの人生セミナー
これからも生きがいをもって充実した生活を実現するために　　

訓子府町総合福祉センターうらら『多目的研修室』

令和６年10月31日（木）

　　　  　　　10時00分～12時00分
無 料

❒ 人生の終結が近づいている時、どのようなことに　　

　 不安を感じ、誰が解決してくれるのか

❒ 成年後見制度って何をしてくれる？

❒ 遺言、相続ってどうすれば？

　いざという時に困らないために今からでも「できること」、

「話し合えること」があります。これからも住み慣れた訓子

 府町で充実した生活を送るために、是非ご参加下さい。

【申し込み先：訓子府町社会福祉協議会（４７－３５３６）】

講師：あらやさとる総合事務所
行政書士　荒　谷　　　智　氏


